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「エコアクション２１」環境活動レポート 
～平成２２年度の取組について～ 

（知事部局、教育委員会、警察本部グループ 統合版） 

平成２４年１月 長野県 
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本県の地勢と環境の現状 
 

（１） 本県の地勢                           

本県は、本州の中央部に位置し、東西に短く南北

に長い地形をしています。また、日本の屋根と呼ばれ、

県内には諸山岳が重なり合い、標高 3000 メートル前

後の高山が四方を囲んでいます。この地勢は諸河川

の源をなしており、天竜川、木曽川、千曲川、犀川な

ど日本を代表する河川の源流となっています。 
 

（２） 環境の現状                           

水環境については、将来の世代が清らかで豊かな

水資源を引き続き享受できるよう保全していく必要が

あります。平成 22 年度の県内河川の環境基準達成

率は高い水準で推移していますが、湖沼の環境基準

達成率は 50％前

後と横ばい傾向

に あ り 、 市 街 地

や農地等からの

汚濁負荷の低減が課題になっています。県内 91 地点で水

質測定を行い、河川の環境基準（BOD75％値）の達成率は

97.2％、湖沼の環境基準（COD７５％値）の達成率は 40.0％

でした。 

大気環境については、二酸化硫黄、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質のいずれも環境基準を

達成しており、良好な状況にあります。化学物質については、環境中のダイオキシン類の濃度を

把握するため、大気、土壌、河川・湖沼、地下水等の環境調査を実施し、全ての調査地点で環境

基準を達成しました。 

自然環境については、県内では国立公園 4 地域、国定

公園 3 地域、県立自然公園 6 地域が指定され、その面積

は、県全体の面積の約 21％を占めており、県内を訪れる

観光客の約 4 割が豊かな自然環境を求め自然公園を利用

しています。また、山岳環境と下流域の水環境の保全のた

め、山小屋のトイレ整備を進めており、平成 22 年度末の整

備率は、70.6％となっ

ています。生物多様性

の保全では、長野県希尐野生動植物保護条例に基づき、希

尐種の指定や保護回復事業計画の作成を進めています。そ

の他、豊かな自然とのふれあいの確保のため、自然に親し

み保全する意識を啓発し、地域で活動する人材を育成して

います。 

１．はじめに 
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廃棄物対策については、平成 21 年度に県内で排出された一般廃棄物は、約 70 万トンで、県

民一人当たり年間 322ｋｇ（一人一日当たり 881ｇ）排出していることになります。リサイクル率は

24.7％で、全国で 4 番目の高さとなっています。平成 20 年度に県内で排出された産業廃棄物は、

約 370 万 9 千トンと推計され、平成 16 年度の排出量（358 万 5 千トン）に比べて、12 万 4 千トン

の増加（3.5％の増）となっています。産業廃棄物の排出量が増加した原因は、下水道の普及に

伴う下水汚泥が増加したことによります。産業廃棄物処理については、平成 21 年度の処理実績

は約 246 万トンで、平成 22 年度末の処理業許可件数は延べ 3,517 件となっています。また、平成

20 年度末の最終処分場の残存容量及び数は、103.2 万㎥、43 施設となっています。 

 

（３） 地球温暖化                    

 地球の表面は太陽からの光で温められる一方、

地表から熱を放出することで冷やされています。

その放出された熱の一部は、大気中の二酸化炭

素などの温室効果ガスに吸収され、地表を適度

な温度に保っています。この大気中の温室効果

ガスの濃度が上昇して温室効果が強まると、地

表の温度は上昇します。この温度上昇が気候変

動を引き起こし、生態系の変化、農作物への影

響など、さまさまな影響を及ぼします。これが「地

球温暖化」の問題です。地球規模では、過去 100

年間で約１７cm の海面上昇が確認されています。

また、我が国では、気象庁の資料によると、過去

１００年間で、気温が1.07度上昇したと言われています。特に1995年以降の高温傾向が顕著で、

このままの傾向が進むと、2100 年には、最高で 6.4 度気温が上昇すると予測されています。本県

においても、長野市、松本市、飯田市における 1900 年以降の年平均気温が、短期的な変動はあ

るものの、全体的に上昇傾向にあり、全国平均と比較すると、やや上昇傾向が大きくなっていま

す。 

2008 年度の県内の温室効果ガ

ス排出量は、基準年度（1990年度）

比で 6.3％増加しており、全国の伸

び 1.6％に比べ高い状況になってい

ます。本県の特徴としては、温室効

果ガスの約 9 割を占める二酸化炭

素において、自動車を中心とする

運輸部門からの排出割合が、全国

の 1.4 倍となっています。また同様

に一般家庭の排出割合についても、

全国の 1.4 倍となっています。 

 

 なお、本県の環境の現状等の詳細に関しては、今後発行される「環境白書」を参照してください。 
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             平成２２年度におけるエコアクション２１の取組状況 
 

「エコアクション２１～環境経営システム・環境活動レポートガイドライン～」に基づき、下記によ

り取組を進めてきました。 

 

計画の策定（Plan） 

■部局別環境方針策定 

 

 

■所属別環境目標策定 

 

知事が決定した環境方針(平成 18 年 10 月 18 日付)や部局

の業務特性を踏まえ、部局別環境方針を策定 

 

部局別環境方針を踏まえ、所属ごとに環境目標を策定 

 
 
 

計画の実施（Do） 

■教育・訓練の実施 

 

 

 

■環境に関する苦情・要望 

の受付 

■実施・運用 

 

管理者研修（６月）、推進員研修（４月）、 

内部環境監査員研修（６月） 

一般職員研修（各所属で随時） 

 

『信州・フレッシュ目安箱』制度により対応 

 

各所属で、目標達成のための取組を実施 

 
 
 

取組状況の確認・評価（Check） 

■環境目標に係る取組状

況の確認・評価 

 

 

 

 

 

■内部環境監査 

 

 

 

 

 

２１年度の環境目標の取組状況を把握 

目標と実績に著しい乖離があるものについて、是正措置を

実施 

２２年度の環境目標について、確認・評価を徹底 

環境施策・公共事業に係る目標については、原則四半期ご

とに確認 

 

各所属の取組状況を客観的に確認・評価〔知事部局、教育

委員会、警察本部〕 

取組の不備があった所属に対して改善を指示するととも

に、監査結果を水平展開 

 
 
 
 

全 体 の 評 価 と 見 直 し

（Action） 

■更新審査の受審 

 

 

平成２２年１２月１４日～１６日(３日間) 

２．活動内容 
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   豊かな環境の恵みを 将来の世代へ 
 
１ 基本理念 
長野県民は、美しく豊かな自然の恵みの下で、歴史を刻み、文化を築き上げてきました。 

しかし、今日の社会経済活動は、生活に利便性や豊かさをもたらした一方で、地域の環境だ

けでなく、全ての生物の生存基盤である地球環境までも損なうおそれを生じさせています。 

そこで、長野県は、職員一丸となって、地球温暖化対策の推進や資源循環型社会の構築な

どに率先して取り組み、全ての県民とともに環境に負荷の少ない持続的発展ができる郷土を築

くことを決意します。 

２ 基本方針 
私たちは、次の分野の活動について、エコアクション２１を導入し、環境目標を定め、定期的

な見直しを行うことによって継続的改善を進めます。 

（１） 一事業者として、日常業務活動における省資源・省エネルギー等を実践します。 

（２） 環境基本計画に基づいて、環境を保全し、豊かな環境を創造する施策を推進します。 

（３） 公共事業等の実施に当たっては、環境に配慮し、環境負荷の低減に努めます。 

また、環境関連法令等を遵守し汚染の予防に努めます。 

この環境方針は、全職員に周知するとともに、広く一般にも公表します。 
 

平成１８年１０月１８日 

                                           長 野 県 知 事 
 

エコアクション２１の取組を効果的に進めるため、知事が決定した環境方針や業務特性を踏
まえ、部局別環境方針を策定しました。平成２２年度の部局別環境方針は以下のとおりです。 

【知事部局】 
  危機管理部                       企画部 

 

あ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．環境方針 
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  総務部                           健康福祉部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  環境部                           商工労働部 
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  観光部                           農政部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  林務部                           建設部 

 

 

  総務部                                 生活環境部 
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  会計局                           企業局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

議会事務局                        監査委員事務局 
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  人事委員会事務局                     労働委員会事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  教育委員会                               

 

 

 

  【教育委員会】                      【県警本部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  教育委員会                              県警本部 
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環境負荷の低減・環境配慮の推進 
 

（１） 目標の策定                                                      
 
長野県では、平成１７年９月に策定した「地球温暖化防止『長野県職員率先実行計画』」（第

３次改定版。以下「率先実行計画」という。）に掲げる、県の事務・事業による温室効果ガス排出
量を平成２２年度までに、基準年度となる平成１６年度比で１０％削減する目標の達成に向け、
全県機関で取組を進めてきました。（表１ 環境目標） 

 
表１ エコアクション２１環境目標 

取組項目 取組内容 ２２年度までの目標 

温室効果ガスの排出量 基準年度比  １０％以上削減 

Ｃ
Ｏ
２

直
接
削
減 

(１ )省エネルギ
ーの推進 

ア 電気使用量の削減 基準年度比  １０％以上削減 

イ 燃料使用量の削減 基準年度比  １０％以上削減 

ウ 公用車の省エネルギー 基準年度比  １０％以上削減 

(２)新エネルギ
ーの導入 

ア 太陽光エネルギーの活用 新築、改築時の導入検討 

イ 木材のエネルギー利用 新築・改築時等の積極的導入 

ウ 未利用エネルギーの活用 実用化に向けた検討 

Ｃ
Ｏ
２

を
間
接
的
に
削
減 

(３)省資源・ごみ
の減量化 

ア 水道使用量の削減 基準年度比  １０％以上削減 

イ 用紙類の削減 基準年度比  １２％以上削減 

ウ 廃棄物の減量とリサイクル 基準年度比  ５０％以上削減 

(４ )グリーン購
入の推進 

ア 文具類・電化製品等の購入 グリーン購入推進方針で定める物品ごと
の調達目標を、購入する全ての物品で達
成する イ 印刷物の発注 

ウ 低燃費・低公害車の導入 更新時に原則導入 

(５)公共工事の
発注 

ア 公共事業の環境配慮 建設副産物再利用、間伐材の利用促進 

イ 公共建築物、設備の省エネルギー 省エネ設備の率先導入 

ウ 公共施設の木造・木質化 原則木造・木質化 

(６ )庁舎・敷地
の環境美化等 

ア 庁舎敷地内の緑化の推進と周辺
の環境美化 

環境美化運動への参加 （年１回以上） 

イ 公共交通案内と駐輪場の整備  案内板等の設置 

(７)環境に配慮
したイベントの
開催 

ア エコイベントの実施 実施方針に沿った開催 

イ 会議・研修会等の開催時における
環境配慮 

実施方針に準じた開催 

(８)職員の環境
保全率先行動 

ア 環境目標の策定と環境保全意識
の向上 

環境手帳の作成 

イ ノーマイカーデーの推進 周知の徹底 

  （基準年度：平成 16 年度） 

４．取 組 
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（２） 所属別環境目標の策定                                                      
 

表１の環境目標の達成に向け、各所属で目標を定め進捗管理を行いました。各所属の日常業務にお

ける省資源・省エネルギーに係る主な環境目標は表２のとおりです。また、環境施策・公共事業に係

る主な環境目標は表３のとおりです。 

 

表２ 日常業務における省資源・省エネルギー活動に係る主な環境目標 

注） （  ）は基準年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 
電気 

使用量 
庁舎燃料 
使用量 

公用車燃料 
使用量 

水道 
使用量 

用紙類 
使用量 

廃棄物 
排出量 

グリーン 
購入 

本庁 10％以上削減 

（H16) 

25％以上削減 

（H16） 

12％以上削減 

（H16） 

11％以上削減 

（H16） 

12％以上削減 

（H16） 

15％以上削減 

（H16） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

物
品
ご
と
の
調
達
目
標
を
達
成
す
る 

合

同

庁

舎 

佐久 3％以上削減 

（H21) 

Ｈ21 使用量 

未満 

3％以上削減 

（H21) 

Ｈ21 使用量 

未満 

Ｈ21 使用量 

未満 

50％以上減量 

（H16） 

上田 10％以上削減 

（H16) 

都市ガス 

40 千 m3 未満 

10％以上削減

（H16） 

10％以上削減 

（H16） 

12％以上削減 

（H16） 

50％以上減量 

（H16） 

諏訪 
2％以上削減 

（H21) 

34％以上削減 

（H21） 

5％以上削減 

（H16） 

10％以上削減 

（H16） 

26％以上削減 

（H21） 

50％以上減量 

（H16） 

伊那 10％以上削減 

（H16) 

10％以上削減 

（H16） 

燃費 16.7％ 

以上改善（H16） 

10％以上削減 

（H16） 

12％以上削減 

（H16） 

50％以上減量 

（H16） 

飯田 2％以上削減 

（H21) 

2％以上削減 

（H21） 

10％以上削減

/台（H16） 

2％以上削減 

（H21） 

2％以上削減 

（H21） 

17％以上減量 

（H21） 

木曽 10％以上削減 

（H16) 

10％以上削減 

（H16） 

10％以上削減 

（H16） 

10％以上削減 

（H16） 

12％以上削減 

（H16） 

50％以上減量 

（H16） 

松本 10％以上削減 

（H16) 

10％以上削減 

（H16） 

30％以上削減 

（H16） 

15％以上削減 

（H16） 

40％以上削減 

（H16） 

40％以上減量 

（H16） 

大町 
10％以上削減 

（H16) 

H16 使用量 

同等 

燃費 2％以上

改善（H21） 

10％以上削減 

（H16) 

12％以上削減 

（H16） 

50％以上減量 

（H16） 

長野 2％以上削減 

（H21) 

2％以上削減 

（H21) 

H20 使用量 

同等 

7％以上削減 

（H21) 

2％以上削減 

（H21) 

50％以上減量 

（H16） 

北信 10％以上削減 

（H16) 

10％以上削減 

（H16) 

6％以上削減 

（H16) 

5％以上削減 

（H16) 

H16 使用量 

同等 

50％以上減量 

（H16） 

試験研究機関 

（農業大学校） 

10％以上削減 

（H16) 

10％以上削減 

（H16) 

2％以上削減 

（H21) 

15％以上削減 

（H16) 

30％以上削減 

（H16） 

40％以上減量 

（H16） 

県立学校 
（須坂高校） 

3％以上削減 

（H16) 

10％以上削減 

（H16） 

3％以上削減 

（H16） 

10％以上削減 

（H16） 

12％以上削減 

（H16） 

10％以上削減 

（H16） 

県警本部 2％以上削減 

（H21) 

2％以上削減 

（H21) 

2％以上削減 

（H21) 

2％以上削減 

（H21） 

2％以上削減 

（H21） 

2％以上減量 

（H21） 
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表３ 環境施策・公共事業に係る主な環境目標 

消防課

　災害対策本部室を見学するために来庁した小学生及び一般の県民に対し、防火・防災の啓発を行い、火災等

による被害の抑制を図ることにより環境への負荷を軽減する。
　平成22年度見学者への啓発率　１００％　（平成21年度見学回数193回、見学者数１1，０25人）

危機管理防災
課

　長野県政出前講座の「地域防災力をアップしよう！」を開催し、参加者である一般の県民に対し、防火・防災の
啓発を行い、災害等による被害の抑制を図ることにより環境への負荷を軽減する。

　平成２２年度実施予定回数　２０回

政策評価課

長野県中期総合計画の推進に資するため、今年度初めて行う中期総合計画主要施策等評価の着実な実施を

図る。
　・　７月前半までに自己評価を終え企画調整委員会を開催　→　評価書原案の確定

　・　９月までに総計審の審議を終え企画調整委員会を開催　→　評価の確定　(公表、議会報告)
　・　２月までに評価結果の予算案への反映状況を作成　　　 →　評価結果の活用　（公表）

交通政策課

○毎週水曜日を「バス・鉄道ふれあいデー」と位置付け、マイカーから公共交通機関への乗換えを呼びかける。
（水曜日有効の特別割引券の発売＝バス・鉄道各社）

○公共交通機関の利用促進策として、９月を「バス・鉄道利用促進運動強化月間」として定め、マイカーから公
共交通機関への乗換えを呼びかける。
○利用促進に向けた県民意識の醸成を図るため、県民大会を10月に南信地域で開催

○人や環境にやさしい低床・低公害バスの導入を促進

情報統計課

電子申請（簡易申請）のことを知り、多くの業務で活用していただくために、職員向け研修を行う。
・簡易申請フォーム作成研修の開催（年間１０回）

・電子申請の概要研修（新規採用職員対象　年間３回）
・研修参加者　１３０人
・簡易申請手続数　１００件

消費生活室・

長野消費生活
センター

消費者問題シンポジウムを開催し、消費者ができる地球温暖化防止への取組を学習する(年1回)

くらしのセミナー等の中で、地球温暖化防止の取組を学習する。（セミナー；6回、出前講座；随時）
長野県消費者の会連絡会役員会、北信地区消費者の会連絡会役員会において、環境保全の取組状況を情報
交換するとともに、地球温暖化防止の取組を学習する。

管財課
　平成１９年度に設置した電力使用量監視システムにより、削減計画と併せ電気使用量の推移を把握すること

により、電気量の削減を図る。

税務課
業務の効率化を図ることにより、行政コストを削減し、環境負荷を低減させる。

（進捗管理の指標として、課員全員の超過勤務実績1,598時間以内（１人あたり47時間以内）を設定する。）

情報公開・私
学課

文書管理担当課として、文書管理システムの更新を契機に起案文書の電子決裁を進めるため、今年度の目標

として下記のとおり実施します。
　・文書管理システムによる電子決裁率　　20％　（平成21年度　当課の電子決裁率　1.8%）

業務内容の見直しや職場環境の整備を行い、事務効率の向上に努めることにより、職員の時間外勤務を、健康
長寿課については平成21年度比50％削減し、平成20年度実績に近づけ、介護支援室については平成21年度実

績並みとする。

長野保健福祉

事務所

○検査薬品の適正管理のため、毒物、劇物、危険物に該当する薬品は保管リストを作成し、毒物は使用の都
度、劇物・危険物は年1回（3月)に在庫確認を行う。また、下水道への排水の安全性を確保するため、重金属及
び排水基準が設定されている有機溶剤について排水検査を実施する（3月)。

○医療機関等に対し下記のとおり立入検査を行い、薬品等の適正管理について指導する。
　　　　立入検査実施箇所数：病院･診療所9箇所、薬局等106箇所、毒劇物販売業者等70箇所

　　　　立入検査実施時期：6月～1月

飯田食肉衛生
検査所

　環境負荷の尐ない業務遂行体勢を整備する。
・動力用電力を使用する検査関係機器（常時通電している機器）の設置場所、設置環境を精査し、動力用電力
の削減を図る。

・設置場所、設置方法の見直しにより、17kW電力の使用電力量を前年度比500kWh削減する。

環境政策課

持続可能な社会の実現に向けて、県民、事業者、ＮＰＯ、行政が手を取りあって、地球温暖化防止などの環境

保全の取組を推進し、持続可能な社会を構築する契機とするため、「信州環境フェア２０１０」を開催します。ま
た、特定工場における公害防止組織の整備等を図り、新たな公害の発生を防止します。

環境政策課

・長野県地球温暖化防止会議の開催と改善検討　（県下4地区での会議開催、会議のあり方検討）

・地球温暖化防止活動実践普及事業補助金により、ＮＰＯや市民団体の温暖化防止活動を支援
（予算額：100万円、目標支援団体数：10団体）

・家庭の省エネ“見える化”事業等による講習会と家庭診断の実施　（巡回講習会120回、家庭診断50回）

環境政策課

◆長野県地球温暖化対策条例に基づく排出抑制計画書等の提出、アイドリングストップ看板の設置、省エネラ

ベルの掲出指導。
◇中小事業所向け環境マネジメントシステム「エコアクション21」の普及、環境配慮行動の促進のため、以下の

とおり研修会を開催。（研修会を7月までに2回開催、参加目標150人、年度末認証件数200件）

環境部

危機管理部

企画部

総務部

健康福祉部

健康長寿課

部局 所属 平成22年度　環境目標
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水大気環境課
排水基準が適用される2,532事業所のうち、約３分の１の800事業所及び小規模事業者や追加された規制物質を
排出する事業者を含め、延べ１２００事業所に対し立入検査を実施する。

水大気環境課
県内各地における「水生生物調査（せせらぎサイエンス）」など、環境学習に取り組む機会を充実させ、水環境保
全の実践活動を推進するため、指導者研修会を２回開催し、調査実施団体数を３５団体以上にします。

生活排水課
関連市町村の面整備と整合を図り、効率的かつ効果的に事業を行うとともに、適切な維持管理を行うために、放

流水質の管理基準等の確認を毎月行う。

生活排水課
流域下水道終末処理場における省エネルギー対策、未利用エネルギーの有効利用について調査検討を進める
とともに、エネルギー使用量、温室効果ガスの排出量の確認を行う。

自然保護課
　【シカ対策】　八ヶ岳中信高原国定公園霧ケ峰におけるニホンジカによる植生の食害に対して、昨年に引き続き
電気柵を設置し、　効果的な対策を講じることが可能であるかの実証を行う。

廃棄物対策課
・信州リサイクル製品の募集を年２回行い、同製品の認定検討会を２回開催し、認定製品の増加を図る。
・各種環境イベントへ積極的に参加し、認定製品のＰＲ展示、販売協力を行う。

・平成20年度の公共事業での認定製品使用実績（使用率）を超えることを目標。

廃棄物対策課

処理計画の重点施策等の推進。
一般廃棄物排出抑制事業の実施。「食べ残しを減らそう県民運動」及び「レジ袋削減県民スクラム運動」の実

施。6月から「食べ残しを減らそう」協力店の募集開始、目標100店。「レジ袋削減運動」協力店の幅広い業種・コ
ンビニ等との連携強化。
一般廃棄物資源化事業の実施。「事業系紙ごみ資源化の手引き」作成、周知。６月までに手引き作成、周知。

産業廃棄物３Ｒ事業の実施。「産業廃棄物３Ｒサポート事業」の実施。7月からカウンセラー事業着手、目標30
社。産廃３Ｒフォーラムの充実化、目標180人。

廃棄物監視指

導課
平成22年度立入検査を12,000件計画

環境保全研究
所

・一般県民を対象に県内各地で研究員の専門性や時々の話題を元に、自然ふれあい講座を実施する。

・研究所の研究成果をはじめ、日頃の調査研究の取り組みを広く県民に伝えると共に、研究発表会や意見交流
会等を通じて地域の課題を把握するため、公開セミナーを実施する。
・自然保護、環境保全への関心をより効果的に高めるための環境学習として、夏休み親子環境講座を実施す

る。

産業政策課

　平成21年度にリニューアルし、掲載項目が増えた環境関連ホームページに掲載している情報（法令）に変更が

ないか定期的に確認し、変更があった際は速やかにホームページを更新する。
　・掲載情報の確認頻度　　１回／月

　・ホームページ更新時期　確認後１週間以内

【企業への情報提供】
・窓口相談や企業訪問の際に、環境関連情報を提供する。
・創業・新事業展開等事例集作成の際、収録数の１割を環境への取組み事例とする。

ものづくり振興
課

　他の企業の参考となる先進的な事例として県内企業３社に、製造工程のあらゆる無駄をコストとして評価する

新たな環境会計（マテリアルフローコスト会計）手法の普及を図るため、長野県工業技術総合センター職員など
で構成するプロジェクトチームを派遣し同手法の導入を支援します。

名古屋事務所
　県外企業が県内に工場進出する際に企業の環境配慮の取組を進めるため、企業訪問の際に「ものづくり産業
応援助成金」制度をＰＲします。

　・目標件数：企業訪問件数　600件

工業技術総合
C環境・情報技

術部門

・太陽光発電装置，燃料電池評価装置の運用による企業への技術支援及び県民への広報
・環境管理会計手法（MFCA）による企業への技術支援及び成果の普及

・低環境負荷生産技術の開発を目的とした外部機関との連携事業の推進
・環境対応技術戦略セミナーの開催を通じた環境技術の普及

岡谷技術専門

校

　自動車整備科の訓練生に対して、ハイブリッド自動車やクリーンディーゼルの知識や整備技術を教授する。

（講義時限数：ハイブリッド自動車16時限／クリーンディーゼル8時限）

「観光立県長野」再興計画[2008～2012]の初年度として、長野県観光振興審議会において、環境との共生等の

関連施策の進捗管理と施策の成果の検証・評価を行う。
　・信州エコ”泊”覧会登録宿泊施設数(平成19年末115件→平成24年度末400件以上)

　・山小屋のトイレにおける、し尿処理施設整備率(平成18年度末67％→平成24年度末80％以上)
　・原産地呼称管理制度認定品数(平成17年度末312品→平成24年度末415品)
　・直売所数(平成18年度末790か所→800か所)

信州エコ“泊”覧会など自然と人にやさしい観光の推進

・目標登録宿泊施設数　２１０件　（平成２１年度末　１８６件）

商工労働部

経営支援課

観光部

観光企画課

観光振興課

環境部
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農業政策課
　農業の大切さや農業、農村が有する多面的機能の理解を深め、農とふれあう都市農村交流の促進を図るた

め、年３回の研修会を開催し、都市農村交流人口を532,600人以上にします。

新鮮で安全な農産物を将来にわたり、安定的に供給し、化学肥料や化学合成農薬を減らした環境にやさしい農

業生産を推進するため、次の取組みを実施します。

・信州の環境にやさしい農産物認証面積：1,550ｈａ

・エコファーマー認定数：1,115人

園芸畜産課

飼料作物であるソルガムを、きのこ農家と畜産農家が効率的に利用する、地域循環システムの構築を進めるた

め、次の取組みを実施します。

　・プロジェクト会議の開催（全体会議・きのこ分野・畜産分野会議　各２回）

　・モデル地区の設置：３地区 　   ・ソルガム品種現地試験面積　３ha

　・ソルガムを活用した培地でのえのきたけ栽培試験：４万本       ・培地飼料の給与試験：６０頭

農業用水を活用した小水力発電の普及を図るため、県、市町村、土地改良区職員等を対象とした小水力発電に

かかる研修会を開催します。また、ホームページを通じて情報の収集・発信を実施します。

農村振興課

中山間地域における農地の適切な維持管理を推進し、自然環境の保全など農業・農村が有する多面的機能の

確保を図るため、市町村と連携して次のことを実施します。

　　・協定が締結される8月までに制度説明会を県内2箇所で実施

　　・第2期対策の取組面積を可能な限り維持する。（取組目標　協定面積10,110ha）

野菜花き試験

場

新鮮で安全な農産物を将来にわたり、安定的に供給し、化学肥料や化学合成農薬を減らし

た環境にやさしい農業生産を推進するため、次の取組みを実施します。

・県単素材開発研究等による試験研究の推進
①野菜の環境保全的土壌管理技術の開発　　②野菜・花き病害虫の総合防除技術の開発

森林政策課

地球温暖化防止のためのCO2吸収源対策としての森林整備の推進など、近年の森林・林業を巡る情勢の変化

に対応するために、『森林づくり指針』を改定し、森林を健全な姿で次の世代に引き継いでいくための森林づくり

を進めます。

「長野県ふるさとの森林づくり条例」に基づき、本県の森林づくりに関する方向性を明らかにするとともに、当面10

年間で行う県の施策の基本的な展開方向を定める『森林づくり指針』の改定を11月末までに行う。

○森林づくり指針専門会議の開催…5回       ○パブリックコメント…2回

信州の木振興

課

森林づくり県民税を活用し、県民が木質バイオマスを利用してCO2の削減に貢献している活動を定量的に評価

する仕組を企業等の協働で構築し、地球温暖化防止のための実践的な取組を支援するとともに、森林資源の

有効活用を通じて健全な森林づくりを進める。

システムの試行を行い本格稼動に向けて、シンポジウムを開催し県民への普及・啓発活動を行い、システムへ

の主体的な参加を促進する。

森林（もり）の里親促進事業にご協力いただいている環境先進企業等の取り組みを、ＣＯ２吸収量で評価・認証

することで間伐等を促進する。

森林ＣＯ２吸収評価認証制度に基づく認証：2,000ｔ‐CO2（上期400ｔ‐CO2、下期1,600ｔ‐CO2）

地球温暖化防止など環境保全に貢献する森林整備を積極的に進めるため「信州森林づくりアクションプラン」に

基づいた間伐の推進

林業の専門的な技術を有する人材や林業技術者の育成に努める。

建設政策課 「建設リサイクル2008」を参考に、平成14年に制定した「長野県建設リサイクル推進指針」を改正する。

道路建設課

道路事業の実施にあたり、環境負荷の低減を図るため、環境配慮制度の取り組みを進めます。

　・　環境配慮制度における試行を２箇所で実施する。

　・　方法書および配慮書の作成を９月までに実施する。

　・　報告書（想定版）の作成を１月までに実施する。

水辺環境を保全し、水と緑の連続した空間を形成するため、多自然川づくりを推進します。

多自然川づくり延長　L＝1ｋｍ

砂防事業・急傾斜地崩壊対策事業：えん堤工・擁壁工（化粧型枠）

  化粧型枠・・・１５箇所（うち砂防１３箇所、急傾斜２箇所）　　砂防事業：山腹工（緑化）・・・２箇所

  地すべり対策事業：法面工（緑化）・・・４箇所　　急傾斜地崩壊対策事業：法面工（緑化）・・・１０箇所

住宅課

　「ふるさと信州・環の住まい基本指針」に沿った住宅の建築費の一部を助成することにより、県産木材を使用

し、十分な断熱性能を確保するなど、環境や地域の特性を踏まえた良質な信州型エコ住宅の整備を促進する。

　・信州型エコ住宅の新築・購入への助成　１８０件を目標

　・信州型エコ住宅に関する技術研修会の開催　のべ２００名以上の出席を目標

施設課

　建築物の解体工事に当り、発生材の再生資源化に努めると共に、より多くの再生材を他の建設工事等へ使用

することで循環型の社会形成を目指す。

①　解体工事4件における発生材処分量の95%を再資源化する。

②　①で出た廃コンクリートの30%に当る再生砕石の利用を今年度建設する施設で使用する。

林務部

森林づくり推進

課

林業総合セン

ター

建設部

河川課

砂防課

農政部

農業技術課

農地整備課
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会計課
用紙類の使用量減については、コピー使用量H16年比12％減を目標とする。
また、電子媒体の利用による印刷物の削減や、納付書払いから口座振替払いへの変更推進等により省エネル
ギー、省資源に努める。

水力発電事業を効率的に実施し、水資源の有効活用に努め、電気事業・水道事業の平成２２年度業務目標を
達成する。

南信発電管理事

務所
効率的な水力発電事業を実施し、作業による溢水電力量を6,519千kwh以下にする。

監査委員事
務局

監査委員事務
局

　環境管理システム「エコアクション21」の周知・普及のため、事務局職員全員参加による研修会を９月までに開
催する。

人事委員会
事務局

人事委員会事
務局

長野県職員等採用試験の事務の効率化を図り、用紙類の削減を目指します。
・職員採用試験において、受験案内の見直しを図り、電子申請関係の記載はホームページにするなど登載事項
を削減し、全体のページ数を減らします。また、一次試験で配付、回収している受験心得を受験票控の裏面に
印刷することとし、配付資料の削減をいたします。

労働委員会
事務局

労働委員会事
務局

環境経営システム「エコアクション21」を普及し、事務局の環境配慮の取組みを進めるため、今年度は以下のと
おり研修会を開催します。・研修会を９月までに開催し、事務局職員全員の参加を目標とする。

総務課
　不要な電気の消灯やクールビズ、ウォームビズを推進し省資源・省エネルギーを実践し、公用車の運行に当
たっては、エコドライブを推進し環境負荷の低減に努めるため、年１回、エコアクション所属内研修会を実施し、
年4回エネルギー使用量の情報共有化を図る。

教育総務課
○各学校等で行っている環境に関する学習などを県教育委員会のホームページで掲載することで、学校及び
地域の方々への環境活動等が推進されるよう意識啓発を図る。（４か所以上）

高校教育課

各高等学校との間で環境に対する意識を共有し、共通認識に立ってＥＡ２１を推進していくため、次のとおり取り
組む。
・高校のＥＡ２１推進員会議を開催し、平成21年度の実施状況及び平成22年度の目標策定に当たっての留意事
項を周知する。（７月）
・高校の環境目標のうち他校でも参考となるものについて情報提供を行う。（９～10月）
・平成22年度上半期の実施状況について高校への情報提供を行う。（11～12月）

特別支援教育
課

・教育総務課と連携し、特別支援学校の教職員を対象とした会議等の中で環境に関する研修を実施する。
　　４月　校長、事務長会議（約４０人）、１１月　事務職員協会事務長部会（約20人）

教学指導課

・小・中学校において、指導計画等を作成し年間を通じて計画的に環境保全・創造活動を実施する学校数を9割
以上とする。
・環境教育研修会へ年５人以上派遣する。
・環境教育・環境保全関係研修講座を年12回開催する。

県警本部（全
体）

無許可処理業や不法投棄など悪質行為の撲滅を図るため、関係機関との連携により継続的な取締りを一層強
化します。

県警本部（全
体）

信号機の電灯を省エネルギー効果の高いLED（発光ダイオード）に切り替えます。今年度は、車灯806灯　歩灯
520灯切り替えます。（新設信号機を含む。）

教育委員会

県警本部

会計局

企業局
企業局

議会義務局

 

 

（３） 項目別エネルギー等使用目標の達成状況                                    
 

平成 22 年度の各所属で設定した項目別目標の達成状況は、図１のとおりです。 

公用車燃料、水道使用量、用紙類、廃棄物減量、グリーン購入については、Ａ評価（目標を完

全に達成）の割合が約 60％以上になりましたが、電気及び庁舎燃料使用量については、記録的

な猛暑及び厳冬の影響により、約 40％にとどまりました。 
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（４） 環境施策、公共事業の推進における環境目標の達成状況                 
 

環境施策の推進、公共事業における環境負荷の低減に関する環境目標を各所属で設定し、

取組を進めてきました。全体で 581 項目の目標が設定され、そのうち A 評価が 387 項目と、全

体の 66.6％となりました。B 評価と合わせると 91.9％となり、概ね目標は達成されました（前年

度に対し目標達成割合は向上しました）。なお、グループ別の達成状況は表４、全体の評価割合

は図２のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 項目別エネルギー等使用目標の達成状況 

表４ グループ別 環境施策、公共事業に係る目標の達成状況 

【評価区分について】 

A：目標を完全に達成した(達成割合 100％)   

B：目標を一部達成した（達成割合 75～99％） 

C：目標を一部達成した（達成割合 50～74％） 

Ｄ：目標を一部達成した（達成割合 1～49％） 

Ｅ：目標を全く達成することができなかった 

（達成割合 0％） 

【評価区分について】 

A：目標を完全に達成した(達成割合 100％)   

B：目標を一部達成した（達成割合 75～99％） 

C：目標を一部達成した（達成割合 50～74％） 

Ｄ：目標を一部達成した（達成割合 1～49％） 

Ｅ：目標を全く達成することができなかった 

（達成割合 0％） 

図２ 全体の評価割合   

グループ別評価項目

評価 A B C D E 全体

知事部局 316 108 17 7 9 457

教育委員会 69 39 11 3 0 122

警察本部 2 0 0 0 0 2

全体 387 147 28 10 9 581
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（５） 日常業務における省資源・省エネルギー活動                                
 

平成 22 年度の温室効果ガス排出量、電気、化石燃料などのエネルギー使用量、上水道、用紙類の

使用量、可燃ごみ排出量、などの結果は図３、図４、図５、及び表５のとおりです。 

平成 22 年度の温室効果ガス排出量は、86,970 トン-ＣＯ２で、前年度と比較して 4.6％増加し、基準年

度比（平成 16 年度比）では 1.6％の削減となりました。 

平成20、21年度は、２年連続で基準年度の排出量を下回り、各所属での取組の一定の成果が現れて

いましたが、率先実行計画の最終年度である平成 22 年度は、夏の記録的な猛暑に加え、冬においても

低温や大雪の影響で空調使用に伴う電気や燃料の使用量が増加したことなどにより、各所属で講じた

意欲的な削減努力を上回り、目標である「基準年度比 10％削減」の達成には至りませんでした。 

また項目別では、公用車燃料使用量、紙類使用量、可燃ごみ排出量について、前年度に比べ減尐は

しているものの、目標の達成には至りませんでした。 

今後は、これまでの取組を踏まえ新たに策定した「環境保全のための『長野県職員率先実行計画』（第 4 次改

定版）」に基づき、各所属で策定した目標の進捗管理を徹底するとともに、職員一人ひとりが「率先

実行計画」に掲げる取組等を参考に、創意と工夫により省エネルギー・省資源対策をより一層強

化し、県の事務事業に伴う温室効果ガス排出量の削減を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 4 エネルギー使用量等の基準年度比（平成 16 年度比） 

図 3 平成 22 年度 温室効果ガス排出量 
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表 5  エネルギー使用量等経年変化 

図 5  平成 22 年度 エネルギー等使用量 

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
H22／H21

（％）
H22／H16

（％）

131,243 130,779 133,432 135,390 130,387 127,648 129,592 101.5 98.7

427,266 425,654 388,357 408,204 354,531 345,583 377,690 109.3 88.4

119,465 127,003 122,883 121,737 118,682 118,144 117,466 99.4 98.3

16,719 17,474 17,911 18,604 17,748 17,900 17,391 97.2 104.0

1,240 1,236 1,168 1,172 1,067 1,038 1,058 101.9 85.3

2,260 2,018 2,150 1,919 1,781 1,722 1,629 94.6 72.1

温室効果ガス総排出量(ﾄﾝ-CO２) 88,373 88,979 88,807 90,869 86,111 83,180 86,970 104.6 98.4

上水道使用量(千m３)

可燃ごみ排出量(ﾄﾝ)

調査項目

エ
ネ
ル
ギ
ー

使
用
量

電気使用量(千kWh)

燃料使用量(公用車除く)(GJ)

公用車燃料(GJ)

紙類使用量(万枚)
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 県内への太陽光発電の普及・啓発を図り、持続可能な社会づくりを推進するため、県有施設

への太陽光発電の設置を進めています。工業技術総合センター環境・情報技術部門では、追

尾型太陽光パネルを設置し、住民への普及を進めるため、太陽光パネルとひまわりを描く写生

会の開催、ホームページでの情報発信等の「ひまわりプロジェクト」を行いました。また、佐久合

同庁舎では、発電量の表示モニターの設置や、太陽

光発電の解説などのＰＲ展示を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

交通信号機を見やすく、省エネルギー効果の高い 

LED 電灯への切り替えを行っています。平成 22 年度は 

新設信号機を含み、車灯 1,355 灯、歩灯 1,023 灯のＬＥＤ 

型信号機を設置しました。 

 

 

 

５．率先取組事例 

太陽光発電設備の導入と地域への普及啓発 

工業技術総合センター 追尾型太陽光パネル（4kW） 

信号機のＬＥＤ化 

佐久合同庁舎 太陽光パネルＰＲ展示 

太陽光発電 ひまわりプロジェクト 
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千曲建設事務所では、エネルギー使用量等を分かり易くグラフ化し、また増減要因を分析し、

「エコアクション２１」の所内研修資料に使用しました。 

合わせて、来庁者に所の取組内容を分かり易くお知らせするため、庁内掲示板に「エコアク

ション２１情報」コーナーを新たに設け、作成した資料を掲示しました。 

これにより、職員の理解度が深まり、電気の使用量は前年度比１０％以上の削減に繋がりま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         
飯田食肉衛生検査所では、電力契約と使用状況を分析して、具体的な対応策を所内会議で

提示し、検査機器の設置位置の変更や空気の流れを確保するなどの削減対策を実施しました。    

また職員に対し、エネルギー使用量の情報提供を、継続的に行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

エネルギー使用量のグラフ化・見える化・情報共有による省エネ対策 

具体的な対策を提示 

電力契約と使用状況の分析 

排熱の対流確保 

見える化による頻繁な情報提供 

エコアクション２１情報掲示板 

エネルギー使用量等のグラフ化、見える化資料（抜粋） 



 - 20 - 

松本筑摩高等学校では、職員会議において、電気量実績や基本料金の

仕組み等をグラフ化して説明し、職員の節電意識の向上を図りました。ま

た、教室の消灯担当者を決めた「週間時間割表」を新たに作成し、授業空

き時間や授業終了後の消灯の徹底を図りました。 

その他エネルギー使用量等の見える化は、佐久合庁、体育センターほ

か多くの所属で様々な取組が行われました。 

 
 

 

 

自治研修所では、事務室照明に個別のスイッチ用

の紐がついていたので、手の届く高さまで紙縒り（こ

より）紐を継ぎ足して、使用者各自の責任で小まめに

消灯を行っています。工業技術総合センターでは、

蛍光灯毎のスイッチ（キャノピースイッチ）の設置や、

節電の見える化を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

茅野警察署では、(財)中部電気保安協会諏訪事業所の職員を

招き、「職場・家庭におけるエコ対策について」の教養を実施しまし

た。 

電化製品の消費電力、節電の必要性、節電要領などについて、

職員の節電に対する認識を新たにしました。 

 

 
 

各所属では、コピー用紙の裏面使用や両面印刷の徹底、ペーパーレス会議やテレビ会議の

試行など様々な取組が行われました。 

 

 

 

 

 

 

自治研修所 プルスイッチの工夫 

プルスイッチの利用や節電の見える化 

工業技術総合センター キャノピースイッチ 

節電の見える化 

外部講師によるエコ対策教養の実施 

時間割表に消灯担当を明記 

裏紙裏紙コピー機には裏紙専用ト

レーを設定 

用紙類削減の取組 

コピー室に両面使用等徹底の掲示 封筒の再利用など省資源の取組 
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よしずの利用や、アサガオやゴーヤなどを

育成した「緑のカーテン」づくりの取組が多く

の所属で行われました。夏期の直射日光を

遮り、室内温度の上昇を抑える省エネ効果だ

けではなく、目にも涼しいグリーンカーテンは、

職場環境の向上や来庁者へのアピールなど

様々な効果も期待されます。 

東信教育事務所では、コンクリート壁面に

ヘブンリーブルーを育成し、西日の照り返しを

抑える取組も行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木曽青峰高校インテリア科では、平成１７年から、木曽の山中の間伐材を利用して、地球温

暖化対策と地域への活用をテーマに研究を始め、これまでに保育園のベビーチェアー、道の駅

のベンチテーブルなどを作成してきました。現在は、木曽のおみやげグッズの一つとして木曽

ひのき間伐材 100％の「知育グッズ」の開発を研究しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よしずや緑のカーテンによる日尃負荷低減の取組 

長野家畜保健衛生所 （アサガオ） 

須坂建設事務所 よしずの活用 

中野警察署 （アサガオ） 

 

間伐材を利用した知育グッズ開発 ～「ものづくりと」「地域の観光産業」～ 

間伐材を利用した知育グッズ 

道の駅のベンチテーブル 
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その他にも様々な省資源、エコ活動が行われました。

ここでは、警察署の取組の一部を紹介します。 

多くの所属で、マイ箸・マイボトルを持参し、省資源

の取組に努めました。 

また、県道歩道植栽内の草刈りや、庁舎外周の側

溝のどぶさらい等の清掃活動を実施し、所属を挙げて

環境保全活動を推進しました。 
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その他省資源・環境保全の取組 

マイボトル、マイ箸の持参 

歩道植栽内の草刈り、周辺の清掃活動 庁舎周辺の側溝の清掃 


